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国際電子商取引に係る消費税の課税   

 

■国際電子商取引に係る消費税の課税概要 

電子書籍・音楽・広告の配信などインターネット等を介して行われるサービス提供である「電気通信利用役務の

提供」について、「役務の提供を受ける者の住所等」が国内である場合、その取引は消費税の課税対象となります。 

さらに、サービス提供を行った者が国外事業者であり、サービスの内容が「事業者向け電気通信利用役務の提供」

に該当する場合には「リバースチャージ方式」による申告が必要となる場合があります。 

■リバースチャージ方式とは 

国内事業者が「事業者向け電気通信利用役務の提供」を国外事業者から受けた場合、本来はその国外事業者

が納付するべき消費税を、国外事業者に代わって国内事業者が申告・納税を行う方法をリバースチャージ方式と

いいます。ただし、課税売上割合が 95％以上の事業者は、当面の間、リバースチャージ方式により申告する必要

はなく、従来と同様に消費税不課税取引として処理することになります。

 

■リバースチャージ方式の判定フロー 

インターネットを通じて国外事業者と関係する取引がある場合、その取引は「電気通信利用役務の提供」に該当

する可能性があります。リバースチャージ方式による申告が必要かどうか等ご確認ください。 

課税売上割合が95％以上 ⇒リバースチャージ方式申告不要 課税売上割合が95％未満 ⇒リバースチャージ方式申告必要

　  国内事業者 　　       国外事業者 　  国内事業者 　　       国外事業者

      （１）広告配信等       （１）広告配信等

      （２）対価100       （２）対価100

　　　   　（３）仮払消費税 0 　　   　（３）仮受消費税 8
　　　　   　　 仮払消費税 8（※）
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